
古
代
の
祭
祀
空
間

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
地
域
社
会
の
神
と
社

松

尾

充

晶

【
要
約
】
　
古
代
日
本
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
神
・
社
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
天
平
五
（
七
三
三
）
年
に
完
成
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』

を
も
と
に
分
析
し
た
。
水
源
と
観
念
さ
れ
た
山
に
対
す
る
基
層
的
な
信
仰
が
あ
り
、
山
の
峯
に
あ
る
岩
石
な
ど
自
然
物
が
社
と
呼
ば
れ
た
一
方
で
、
麓
に

設
定
さ
れ
た
祭
祀
空
缶
も
同
様
に
社
と
呼
ば
れ
た
。
後
者
は
国
家
（
神
祇
窟
）
が
把
握
す
る
神
社
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
固
定
化
さ
れ
る
傾
向

が
強
い
。
地
域
社
会
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
神
祇
鯛
度
の
対
象
と
な
る
社
（
官
社
）
以
外
に
も
、
様
々
な
祭
祀
空
間
が
重
層
的
に
併
存
し
て
い

た
の
が
実
態
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
社
と
呼
ん
で
並
列
的
に
書
き
上
げ
た
の
が
『
出
雲
国
風
土
記
騙
に
表
れ
た
地
域
的
神
社
統
制
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
社
は
村
落
共
同
体
ご
と
に
存
在
し
て
お
り
、
山
間
部
や
平
野
部
、
海
浜
部
と
い
っ
た
地
形
・
生
業
形
態
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
・
分
布
密
度
は
異
な
っ

て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
一
号
　
二
〇
一
五
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

古代の祭祀空間（松尾）

地
域
社
会
に
お
い
て
、
神
社
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
。
古
代
の
神
社
は
、
自
然
物
を
信
仰
対
象
と
す
る
伝
統
的
な
祭
祀
空
間
と

深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
自
然
発
生
的
か
つ
発
展
的
に
」
成
長
し
た
存
在
で
は
な
い
。
岡
田
精
司
氏
の
研
究

に
牽
引
さ
れ
進
展
し
て
き
た
神
祇
制
度
の
研
究
で
は
、
七
世
紀
後
半
以
降
、
「
律
令
体
制
の
成
立
と
共
に
、
国
造
層
に
よ
る
地
方
的
祭
祀
権
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

否
定
さ
れ
、
天
皇
が
全
国
の
祭
祀
を
直
接
総
括
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
国
家
に
よ
る
神
祇
政
策
の
あ
ら
わ
れ
が
神
社
と
い
う
存
在
だ
と
理

（3）3



解
さ
れ
て
き
た
。
具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
神
祇
官
が
管
轄
す
る
全
国
の
神
社
（
宮
社
）
に
幣
吊
を
分
か
つ
班
幣
制
度
が
そ
の
中
心
に
あ
り
、

天
皇
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
地
方
支
配
の
一
端
と
し
て
、
地
域
社
会
の
神
と
社
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

律
令
国
家
に
よ
る
神
祇
祭
祀
制
の
整
備
が
、
地
方
に
あ
っ
て
は
在
地
祭
祀
の
把
握
に
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
そ
の
目
的
が
果
た
し
て

在
地
社
会
（
首
長
）
の
服
属
・
統
制
・
祭
祀
権
掌
握
と
い
う
方
向
性
と
強
制
性
の
み
で
解
釈
し
う
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。
国
郡
里
制
、
野
帳
制

度
に
よ
り
全
国
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
中
央
集
権
的
な
地
域
支
配
制
度
の
実
態
と
比
べ
、
例
え
ば
諸
国
の
官
社
数
は
多
寡
が
極
め
て
著
し
い
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
あ
る
な
ど
、
理
念
と
実
効
性
と
の
乖
離
が
あ
ま
り
に
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
点
で
と
り
わ
け
特
徴
的
な
の
が
出
雲
国
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
の
が
『
出
雲
国
風
土
記
晦
の
内
容
で
あ
る
。
和
銅
六
（
七
一

三
）
年
に
越
せ
ら
れ
た
編
纂
の
命
に
応
じ
て
各
国
で
作
成
さ
れ
た
「
風
土
記
」
の
う
ち
、
出
雲
国
の
も
の
は
内
容
が
ほ
ぼ
完
全
に
伝
わ
っ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
他
国
の
風
土
記
に
は
無
い
、
神
社
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
『
風
土
記
喚
（
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
場
合
は
明
出

雲
国
風
土
記
』
を
指
す
）
が
完
成
し
た
天
平
五
（
七
三
三
）
年
段
階
に
、
一
八
四
社
が
神
祇
官
の
管
轄
す
る
官
社
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

知
ら
れ
る
。
出
雲
国
で
は
官
社
の
認
定
・
登
録
が
八
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
進
み
、
天
平
段
階
で
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
全
国
的
に
み
て
極
め
て
早
く
、
極
め
て
数
が
多
い
と
い
う
点
で
特
筆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
祇
官
に
神
社
と
し
て
認
定
・
班
幣
の
対
象
と

し
て
管
轄
さ
れ
る
富
社
（
隅
風
土
羅
で
は
門
在
神
祇
官
」
と
さ
れ
る
）
～
八
四
社
の
他
に
、
官
社
で
は
な
く
神
祇
官
の
管
轄
対
象
で
は
な
い
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（『

欄
y
聾
で
は
「
不
在
神
祇
官
偏
、
以
下
本
文
で
は
非
宮
社
と
す
る
）
を
二
一
五
社
記
載
す
る
と
い
う
点
も
、
他
国
に
は
見
ら
れ
な
い
事
象
で
あ
る
。

実
際
の
地
域
社
会
、
村
落
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
出
雲
国
が
特
別
に
神
祭
り
の
濃
厚
な
地
域
で
あ
っ
た
と
は
史
資
料
上
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、

こ
う
し
た
出
雲
国
で
の
官
社
制
の
進
展
は
あ
く
ま
で
律
令
的
神
祇
制
度
の
枠
組
み
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
の
理
念
に
い
ち
早
く
呼
応
し
た
結

果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
世
紀
の
出
雲
国
で
社
と
呼
ば
れ
た
存
在
は
出
雲
国
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
列
島
に
普
遍
的
に
存
在
し
た
神

祭
り
の
空
間
・
施
設
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
追
究
す
れ
ば
、
国
家
が
把
握
し
よ
う
と
し
た
、
地
域
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

神
と
そ
の
祭
祀
空
間
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
可
能
性
を
も
つ
。
小
論
で
は
そ
う
し
た
一
般
性
・
普
遍
性
を
意
識
し
つ
つ
、

4　（4）



『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
神
と
社
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

③
　
岡
田
精
司
門
律
令
的
祭
祀
形
態
の
成
立
」
㎎
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
㎞
塙
書

　
房
、
一
九
七
〇
年
。

②
小
倉
慈
司
「
律
令
制
成
立
期
の
神
社
政
策
」
『
古
代
文
化
』
第
六
五
巻
第
三
号
、

　
古
代
学
協
会
、
二
〇
＝
二
年
。
小
倉
氏
は
官
社
が
『
延
喜
式
臨
に
託
さ
れ
る
よ
う

　
な
数
に
達
し
た
の
は
九
世
紀
後
半
の
こ
と
で
八
世
紀
段
階
の
官
社
数
は
か
な
り
少

　
な
く
、
八
世
紀
初
頭
段
階
で
は
窟
社
が
存
在
し
な
い
国
も
多
数
あ
っ
た
と
想
定
す

　
る
。
そ
の
上
で
「
例
え
ば
一
国
一
社
、
あ
る
い
は
一
郡
一
社
と
い
っ
た
よ
り
実
施

　
し
ゃ
す
い
別
の
制
度
が
構
想
さ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
し
、
岡

　
田
荘
司
氏
の
「
天
皇
へ
の
「
神
崇
」
論
」
（
岡
田
荘
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型

　
祭
祀
体
系
」
『
神
道
宗
教
㎞
第
一
九
九
・
二
〇
〇
合
併
号
、
二
〇
〇
五
年
）
を
支

　
持
す
る
。
つ
ま
り
、
門
地
域
の
神
々
の
力
を
押
さ
え
込
み
、
奉
斎
氏
族
を
統
制
す

　
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
天
皇
お
よ
び
国
家
を
護
持
す
る
力
に

　
転
化
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
諸
祭
祀
行
政
の
目
的
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
理
解
で
あ

　
る
。

③
平
石
充
「
青
木
遺
跡
と
繊
雲
の
神
社
」
『
大
出
雲
展
㎞
教
示
図
録
、
古
代
出
雲

　
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
。
『
延
喜
式
㎞
段
階
で
は
出
雲
国
の
官
社
数
は
一
八

　
七
で
、
天
平
時
か
ら
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
。

④
伊
勢
屋
に
つ
い
て
は
神
宮
末
社
と
し
て
神
社
群
を
構
成
す
る
官
社
で
は
な
い
社

　
が
『
儀
式
帳
幅
に
見
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
国
に
は
こ
う
し
た
社
の
存
在
を
示
す

　
史
料
は
無
い
。

⑤
こ
う
し
た
視
点
か
ら
『
出
雲
国
風
土
記
』
を
扱
っ
た
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
特

　
に
社
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
は
関
和
彦
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
が
大
き
い
。

　
（
関
和
二
一
風
土
記
と
古
代
社
会
』
塙
誉
房
、
～
九
八
四
年
。
『
日
本
古
代
社
会

　
生
活
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
目
「
『
出
雲
国
風
土
記
㎞
と
神
祇
官

　
帳
」
『
古
代
文
化
研
究
㎞
第
二
号
、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
。

　
ほ
か
。
）

第
一
章
　
山
と
「
社
」
の
実
像

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
書
式

古代の祭祀空聞（松尾）

　
　
『
出
雲
国
風
土
記
』
は
官
命
に
応
じ
て
作
成
・
提
出
さ
れ
た
地
誌
で
あ
り
記
載
対
象
は
様
々
な
業
因
か
ら
な
る
が
、
神
・
社
に
関
す
る
記
載

は
大
き
く
分
け
て
（
イ
）
郡
気
立
の
由
来
、
（
ロ
）
神
社
名
の
列
記
、
（
ハ
）
自
然
地
形
の
説
明
、
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
（
イ
）
は
地
方
行

政
単
位
で
あ
る
郡
・
郷
の
名
が
何
に
由
来
す
る
の
か
述
べ
た
も
の
で
、
全
て
の
郡
・
郷
・
駅
家
に
つ
い
て
漏
ら
さ
ず
記
さ
れ
て
い
る
。
『
出
雲

国
風
土
記
』
は
神
に
関
連
さ
せ
て
由
来
を
説
く
も
の
が
非
常
に
多
い
。
（
ロ
）
は
出
雲
国
に
固
有
の
記
載
で
、
差
別
に
神
社
の
名
前
だ
け
を
官

社
／
非
官
社
に
分
け
羅
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
内
の
各
郡
に
属
し
た
神
社
を
網
羅
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
個
別
神
社
に
つ
い
て
は

5　（5）



そ
の
由
来
や
状
況
な
ど
…
切
の
情
報
を
叙
述
し
な
い
（
本
稿
で
『
風
土
記
騙
の
こ
の
部
分
を
指
す
場
合
、
便
宜
上
「
社
名
帳
」
と
仮
称
す
る
）
。
（
ハ
）

は
、
山
川
原
野
の
名
号
の
所
由
を
言
上
せ
よ
、
と
い
う
和
銅
六
（
七
＝
ε
年
の
官
命
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
国
風
土
記
の
丁
寧
な

記
載
と
比
べ
比
重
が
軽
く
、
全
て
の
自
然
地
形
を
記
さ
ず
項
目
が
選
択
的
で
、
項
目
を
立
て
て
も
名
の
由
来
を
含
め
ほ
と
ん
ど
説
明
を
付
さ
な

い
、
と
い
う
書
式
上
の
特
徴
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
書
式
上
の
方
針
が
全
く
異
な
る
三
つ
の
箇
所
に
分
か
れ
た
神
の
叙
述
は
、
相
互
の
関
連
性
・
整
合
性
が
薄
く
、
秋
本
壱
郎
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
三
様
の
編
述
方
針
の
下
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
」
「
三
様
の
神
の
記
事
が
互
に
関
連
も
調
整
も
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
」
と
評
価
し
た
。
こ
の
、
編

述
方
針
の
差
異
に
起
因
す
る
三
者
の
非
連
絡
性
は
重
大
で
、
叙
述
か
ら
歴
史
事
象
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
際
に
は
大
き
な
支
障
と
な
る
。
本
稿

で
は
こ
う
し
た
書
式
上
の
制
約
を
念
頭
に
置
き
、
そ
め
記
述
の
性
格
に
応
じ
た
取
扱
を
し
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
（
ハ
）
自
然
地
形
の
説
明
に
お

け
る
神
・
社
の
あ
り
方
を
分
析
し
、
次
に
（
イ
）
郡
郷
名
の
由
来
伝
承
に
多
数
あ
ら
わ
れ
る
神
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
自
然
地
形
に
関
わ
る
神
・
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
神
・
社
の
空
間
に
つ
い
て
は
、
錦
田
剛
志
氏
が
記
載
を
逐
条
あ
げ
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ

う
し
た
神
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
記
述
の
中
で
も
、
「
神
が
ど
の
よ
う
な
空
間
に
坐
す
の
か
」
「
ど
の
よ
う
な
場
合
に
社
と
呼
ん
で
い
る
の
か
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
う
視
点
か
ら
、
よ
り
限
定
的
に
叙
述
を
取
り
上
げ
る
。

　
ま
ず
神
・
社
に
ま
つ
わ
る
『
風
土
記
隔
記
載
の
中
で
、
（
ハ
）
自
然
地
形
の
説
明
に
あ
た
る
部
分
を
取
り
上
げ
る
。
自
然
地
形
と
は
山
野
、

河
川
、
池
堤
、
水
海
、
江
、
浜
、
浦
、
島
、
埼
で
、
そ
の
位
置
を
郡
家
か
ら
の
方
位
と
距
離
で
示
し
、
規
模
、
産
物
、
名
前
の
由
来
な
ど
の
説

明
が
付
さ
れ
る
。
こ
の
自
然
地
形
の
説
明
箇
所
は
全
体
的
に
数
理
的
・
客
観
的
に
地
理
情
報
を
記
録
す
る
書
式
が
と
ら
れ
て
お
り
、
伝
承
説
話

的
性
格
が
薄
く
、
基
本
的
に
現
実
の
状
況
・
事
実
認
識
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
。
こ
の
自
然
地
形
に
関
わ
る
記
述
の
う
ち
で
、
神
・
社

に
関
連
す
る
も
の
を
抽
出
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
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古代の祭祀空間（松尾）

表！　『出雲国風土記調自然地形と神・社

郡　名 種　別 項　目 主　体 位　置 記　　　載

意宇郡 山 熊野山 社 熊野大神の社坐す

意字郡 山 久多美山 社
一

社有り

意宇郡 山 玉作山 社 一
社有り

意宇郡 山 神名樋野 一 一 　

島根郡 埼 加賀神埼 社 此処 支佐加比売命の社，1此の処に坐す

島根郡 浜 美保浜 社 西 西に神社有り

島根郡 浜 野浪浜 社 東辺 東の辺に神社有り

島根郡 浦 質留比浦 社 南 南に神社有り

島根郡 島 蝶舩島 社 東辺 東の辺に神社

秋鹿郡 山 神名火山 社 山下 佐太夫神の社は即ち彼の山下なり

秋口郡 山 安心高野 社 上頭 上品に樹林あり。此は則ち神の社なり

楯縫郡 山 神名樋山 神 鬼西 石神は即ち是，多伎都比古命の御魂なり

出雲郡 山 神名火山 社 山嶺
曽急心隠隠に坐す伎比佐加美高日子命の社，

ｦち此の山の嶺に在り

出雲郡 山 出雲御埼山 社 西下 西の下に，謂はゆる所造天下大神の社坐す

神門郡 山 吉栗山 ※ 所造天下大神の宮材造る山なり

神門郡 山 宇比多伎山 ※ 大神の御屋なり

ネ申門郡 山 稲積山 ※ 大神の稲積なり

神門郡 山 陰出 ※ 大神の御陰なり

神門郡 山 稲山 ※ 大神の御稲なり

神門郡 山 枠山 ※ 大神の御枠なり

飯石郡 山 琴引山 神 山峯 所造天下大神の御琴あり／石神有り

仁多郡 山 御坂山 ※
一 此の山に神の御門有り

仁多郡 山 玉峯山 神 山嶺 山嶺に玉上神在す

仁多郡 山 菅火野 社 峰 峰に神社有り

仁多郡 山 恋山 神 村 阿伊村に坐す神，玉日女命

大原郡 山 城名樋山 ※ 所造天下大神大穴持命／城を造りたまひき

大原郡 山 高麻山 神 零
此の山の峯に坐すは其（青幡佐草日子命）

ﾌ御魂なり

大原郡 山 船岡山 ※
阿波枳閑委奈佐比古命の曳来て鵬えましし

D，即ち此山是れなり

大原郡 11」 御室山 ※
神須佐乃乎命，御室を造らしめ給ひて宿ら

ｹる所なり
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図1　出雲国の郡構成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
郡
別
に
編
集
記
載
方
法
に
よ
る
差
異
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体

　
　
　
　
　
⑤

的
に
は
山
（
野
）
に
関
す
る
記
事
が
多
い
こ
と
が
明
白
に
見
て
取
れ
る
。

表
2
に
は
『
風
土
記
』
自
然
地
形
の
記
載
項
目
数
を
郡
別
に
示
し
た
が
、

山
野
が
他
に
比
べ
て
特
段
に
多
い
訳
で
は
な
く
、
神
・
社
と
山
と
の
関

わ
り
が
深
い
こ
と
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
全
体
の
傾
向
か
ら
指
摘
し
う

る
で
あ
ろ
う
。

三
　
山
に
坐
す
神
と
麓
の
社

　
具
体
的
な
記
述
を
例
に
と
る
。

　
　
a
．
［
秋
鹿
郡
安
心
高
野
条
］
安
心
高
野
、
郡
家
正
西
一
十
里
二
十
歩
。

　
　
　
高
一
百
八
十
丈
、
周
六
里
。
土
体
豊
沃
、
百
姓
之
膏
懸
盤
　
。
無
難

　
　
　
林
。
但
上
頭
有
樹
林
、
此
則
神
社
也
。

　
安
心
高
野
（
現
松
江
配
本
宮
山
）
に
つ
い
て
「
樹
林
無
し
。
但
、
上
灘

（
み
ね
）
に
樹
林
有
り
。
此
は
則
ち
神
の
社
な
り
。
」
と
述
べ
る
。
土

地
の
肥
え
た
山
の
斜
面
が
農
地
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
峯
周
辺
の
み

に
樹
林
が
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
神
社
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
古
代
の
社
に
建
造
物
な
ど
人
工
的
な
施
設
は
必
須
で
は
な
く
、
自

然
物
（
空
間
）
が
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
よ
く

引
か
れ
る
一
文
で
あ
る
。
安
心
高
野
の
場
合
は
神
社
の
位
置
が
峯
で
あ
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古代の祭祀空聞（松尾）

『出雲国風土記1自然地形の項目数表2

意
宇
郡

島
根
郡

秋
鹿
郡

楯
縫
郡

出
雲
郡

神
門
郡

飯
石
郡

仁
多
郡

大
原
郡

小
計

山　野 7 7 5 3 2 9 15 11 6 65

河　川 9 6 7 4 2 2 5 7 6 48

池　堤 2 7 5 5 2 4 25

江 2 2

埼 8 2 4 14

浜 1 18 1 6 10 36

浦 3 1 4

島 7 54 4 3 11 79

小　計 26 103 22 23 34 15 20 18 12 273

る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
場
所
を
（
1
）
「
山
の
峯
」
と
特
記
す

る
場
合
、
（
∬
）
特
定
せ
ず
た
だ
「
山
」
と
す
る
場
合
、
（
皿
）
「
山
下
」
な
ど
麓
で

あ
る
こ
と
を
示
す
場
合
が
あ
り
、
さ
ら
に
（
W
）
「
山
の
峯
」
と
「
麓
」
の
両
方

で
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
皿
）
麓
に
神
社
が
あ
る
具
体
例
を
あ
げ

る
と
、

　
b
．
［
秋
鹿
郡
神
名
火
山
条
］
　
神
名
火
山
、
郡
家
東
北
九
里
四
十
歩
。
高
二
百
三
十
丈
、

　
　
　
周
　
十
四
里
、
所
謂
佐
太
后
神
社
、
四
二
山
下
也
。

　
神
が
籠
も
り
鎮
ま
る
山
を
指
す
カ
ン
ナ
ビ
と
い
う
語
が
山
の
固
有
名
詞
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
広
い
地
域
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
佐
太
大
神
が
こ

の
山
に
坐
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
社
は
、
山
峯
で
は
な
く

麓
（
山
下
）
に
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
て
、
神
の
坐
す
空
間
と
祭
る
空
間
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

必
ず
し
も
同
｝
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
麓
に
あ
る
社
と
は
、
秋
鹿
郡
の

社
名
帳
筆
頭
に
あ
が
る
佐
太
御
子
神
社
と
み
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
山
に
坐
す
神

を
麓
で
祭
る
形
態
は
古
代
社
会
に
お
い
て
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
う
か

が
え
、
例
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
の
箭
括
三
田
多
智
の
伝
承
で
は
山

口
に
置
い
た
標
杭
を
境
に
上
を
神
の
地
、
下
を
人
の
田
と
し
て
社
を
設
け
祭
り
を

始
め
た
と
す
る
。
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
撫
揖
保
郡
伊
勢
野
条
で
も
、
「
山
零
に

在
す
」
伊
勢
都
比
古
命
・
伊
勢
都
比
売
命
を
「
山
本
に
社
を
建
て
敬
祭
」
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
神
が
和
ら
ぎ
定
住
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
語
ら
れ
、
荒
ぶ
る
山
の
神
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写真1　出雲郡神名火山（現下経国）

　　　　「伎比佐の大岩」

　
山
を
カ
ン
ナ
ビ
と
呼
ぶ
由
来
を
説
明
す
る
た
め
に
、

才
能
夜
社
に
坐
す
伎
比
佐
加
美
高
日
子
命
の
社
、

意
は
通
る
が
、
あ
え
て
傍
線
部
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら

比
佐
加
美
高
日
子
命
を
祭
る
ひ
と
つ
の
信
仰
体
系
の
中
に
、

の
社
に
該
当
す
る
『
風
土
記
』
の
社
名
帳
を
み
る
と
、

一
社
の
計
三
社
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
官
社
二
社
は
、

の
領
域
と
人
間
の
生
活
領
域
が
対
比
的
に
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
峯
の
神
に
対
す
る
麓

の
祭
祀
空
間
の
設
定
は
、
農
業
経
営
に
伴
う
人
間
の
開
発
と
自
然
（
神
）
と
の
整
調
の
視
点

で
論
じ
ら
れ
、
両
者
の
境
界
域
と
し
て
の
側
面
を
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
来
は
山

里
（
山
中
）
の
祭
祀
空
間
と
麓
の
祭
祀
空
間
は
し
ば
し
ば
併
存
し
必
要
（
目
的
）
に
応
じ
て

使
い
分
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
、
後
に
様
々
な
要
因
に
よ
り
麓
の
祭
祀
空
間
が
社
と
し
て

固
定
化
さ
れ
て
い
く
ケ
1
ス
が
多
々
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
本
論
で
は
、
出

雲
国
内
に
お
い
て
八
世
紀
初
頭
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
国
内
神
社
統
制
を
そ
の
大
き
な
要
因

と
想
定
し
た
い
。
そ
こ
で
、
（
W
）
山
峯
と
麓
の
両
方
に
社
が
あ
る
状
況
を
示
す
具
体
例
を

基
に
、
山
峯
に
存
在
し
た
祭
祀
空
間
と
麓
の
社
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
検
討
を

お
こ
な
う
。

　
　
c
．
［
出
雲
郡
神
名
火
山
条
］
　
神
名
火
山
、
郡
家
東
南
三
里
一
百
五
十
歩
。
高
一
百
七
十
五
丈
、

　
　
　
周
一
十
五
里
六
十
歩
。
曽
支
能
夜
社
坐
伎
比
佐
加
美
高
日
子
命
社
、
即
在
此
山
嶺
。
故
云
神

　
　
　
名
火
山
。

　
　
山
導
に
社
が
あ
る
こ
と
を
説
く
文
で
あ
る
が
、
文
の
構
造
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
「
曽

即
ち
此
の
山
嶺
に
在
（
い
ま
）
す
。
故
、
神
名
火
山
と
云
う
。
」
の
傍
線
部
が
無
く
と
も
文

　
　
　
「
曽
支
三
夜
社
」
は
「
山
峯
の
社
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
伎

　
　
　
　
複
数
の
祭
祀
空
間
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
伎
比
佐
加
美
高
日
子

　
　
官
社
と
し
て
「
二
上
春
夜
社
」
「
曽
伎
乃
夜
営
」
二
野
、
非
官
社
と
し
て
「
支
比
佐
社
」

　
　
　
　
山
の
麓
の
社
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
立
地
環
境
は
、
山
か
ら
流
れ
出
た
谷
川
が
耕

10　（10）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
－

地
に
注
ぎ
こ
む
山
裾
、
ま
た
山
を
仰
ぎ
見
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
社
名
帳
と
山
の
記
述
が
対
応
す
る
と
い
う
前
提

に
立
て
ば
、
非
官
社
で
あ
る
支
比
佐
社
こ
そ
が
神
名
火
山
の
「
山
高
の
社
」
に
あ
た
る
存
在
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
山
中
に
は
、

地
元
で
支
比
佐
社
の
「
元
宮
」
と
さ
れ
る
場
所
が
二
箇
所
伝
わ
っ
て
お
り
、
山
峯
に
あ
る
支
比
佐
社
の
実
態
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
。
現
在
、

支
比
佐
社
の
元
宮
と
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
大
き
な
岩
塊
が
屹
立
し
た
い
わ
ゆ
る
磐
座
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
西
側
中
腹
に
あ
る
「
伎
比
佐
の

大
岩
」
（
写
真
1
）
の
神
は
後
に
山
を
下
り
、
曽
枳
能
夜
神
社
の
境
内
に
支
比
佐
神
社
と
し
て
社
殿
に
祭
ら
れ
た
が
、
岩
現
地
の
祭
り
も
併
行
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ま
た
南
側
中
腹
に
あ
る
「
ま
が
く
し
（
宮
隠
し
）
の
岩
」
も
ま
た
、

古代の祭祀空間（松尾）

　　　カンナビ▲A神
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図2　神坐す山と社の位置関係模式図

も
と
岩
神
さ
ん
と
称
し
て
支
比
佐
社
を
祭
っ
た
と
い
う
。
こ
の
岩
神
は
後
に
里
に
下
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
高
野
名
神
と
称
す
る
小
祠
と
な
り
、
さ
ら
に
阿
宮
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。

こ
う
し
て
非
官
社
で
あ
る
支
比
佐
社
を
継
承
す
る
二
つ
の
社
が
神
名
火
山
を
は
さ
ん
で

両
側
に
存
在
す
る
状
況
に
な
り
、
明
治
初
期
に
は
後
継
社
を
巡
っ
て
論
争
対
立
が
生
じ

た
。
支
比
佐
社
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
は
本
論
で
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

く
、
注
目
し
た
い
の
は
、
広
域
に
信
仰
さ
れ
た
神
（
伎
比
佐
加
美
高
日
子
命
）
の
「
山
野

の
社
」
に
あ
た
る
対
象
物
・
空
間
が
、
神
が
坐
す
と
観
念
さ
れ
た
カ
ン
ナ
ビ
の
山
中
に

複
数
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
が
別
々
の
村
落
・
共
同
体
に
よ
っ
て
執
り
行

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
『
風
土
記
』
社
名
帳
の
作
成
、
す
な
わ
ち
社

を
把
握
し
て
官
社
を
認
定
す
る
際
、
こ
の
よ
う
な
自
然
物
を
対
象
と
し
て
複
数
あ
っ
た

祭
祀
空
間
は
個
別
を
「
社
」
と
す
る
こ
と
な
く
、
包
括
的
に
山
峯
の
社
と
扱
い
、
非
官

社
一
社
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
一
方
で
、
麓
の
社
は
祭
る
神
、

奉
斎
す
る
集
団
お
よ
び
空
間
が
個
別
に
特
定
さ
れ
、
そ
れ
が
官
社
と
し
て
認
定
さ
れ
る

11　（11）



こ
と
で
さ
ら
に
固
定
化
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
麓
の
社
の
方
が
官
社
と
の
対
応
関
係
が
強
い
。
こ
う
し
た
構
図
を
モ
デ
ル

化
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
麓
で
A
神
を
祭
る
社
は
奉
斎
集
団
単
位
に
応
じ
て
複
数
あ
り
、
そ
の
社
名
は
地
名
等
を
冠
し
た
C
社
、
D
社
と
な

る
。
C
社
が
複
数
あ
る
場
合
、
全
て
が
A
神
を
祭
る
と
は
限
ら
ず
、
B
神
を
祭
る
社
も
同
名
の
C
社
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
が
坐
す

と
観
念
さ
れ
た
山
の
中
の
根
源
的
な
祭
祀
空
間
（
本
論
で
は
山
峯
の
社
）
と
、
お
そ
ら
く
後
乗
的
で
人
為
的
に
設
定
さ
れ
る
側
面
の
強
い
豊
麗
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

問
（
麓
の
社
）
が
併
存
し
つ
つ
重
層
的
に
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
と
は
別
の
信
仰
（
神
）
に
関
わ
る
社
ま
で
も
が
同
一
空
間
に
複
合
的
に
併
存

し
て
い
る
、
と
い
う
あ
り
方
が
古
代
の
信
仰
形
態
の
実
態
で
あ
っ
た
。

12 （12）

四
　
「
山
峯
の
社
」
の
実
態

　
麓
か
ら
仰
ぎ
見
る
場
合
に
は
、
神
は
山
の
頂
部
に
あ
た
る
峯
あ
る
い
は
山
全
体
に
坐
す
と
観
念
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
山
に
近
づ
き
、
山
に

入
っ
た
際
に
は
神
の
存
在
を
感
覚
的
に
認
識
で
き
る
目
印
が
必
要
で
、
そ
れ
が
固
定
的
な
祭
司
の
場
と
な
り
、
社
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
項
で
、
そ
う
し
た
山
峯
の
社
と
は
い
わ
ゆ
る
磐
座
で
あ
る
場
合
を
想
定
し
た
。
出
雲
地
域
で
は
、
こ
の
よ
う
な
巨
岩
・
岩
塊
群
・
岩
盤
を
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

象
と
し
た
信
仰
は
「
石
神
信
仰
」
と
し
て
も
現
在
も
継
承
さ
れ
事
例
が
多
い
。
本
論
で
問
題
と
す
る
社
の
様
態
に
関
連
し
て
い
く
つ
か
事
例
を

あ
げ
る
。

　
熊
野
大
社
は
国
造
出
雲
臣
の
奉
斎
神
で
あ
る
熊
野
加
武
具
乃
命
を
祭
る
社
で
あ
り
、
『
風
土
記
』
で
は
意
宇
講
社
名
帳
の
筆
頭
に
記
載
さ
れ
、

杵
築
大
社
と
と
も
に
距
骨
と
称
さ
れ
る
。
両
大
社
の
神
等
に
依
さ
し
奉
る
神
戸
（
崩
雲
神
戸
）
が
出
雲
国
内
に
分
散
し
て
置
か
れ
て
お
り
、
『
延

喜
式
廓
に
お
い
て
も
杵
築
大
社
と
並
ぶ
名
神
大
社
と
し
て
高
い
神
格
を
旦
ハ
え
る
。
こ
の
熊
野
大
社
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
『
風
土
記
勧
記

載
が
、
熊
野
山
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。

　
d
．
［
意
宇
郡
能
…
野
山
条
］
　
能
…
野
山
、
郡
家
正
南
一
十
八
里
。
（
聴
器
檀
也
。
所
謂
熊
野
大
神
之
社
坐
。
）

　
熊
野
大
社
の
社
伝
で
は
、
古
代
末
あ
る
い
は
中
世
に
麓
に
遷
る
ま
で
熊
野
山
（
現
松
江
市
天
狗
山
、
標
高
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
社
が
あ
り
、
現
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在
も
祭
祀
が
行
わ
れ
る
山
頂
付
近
の
磐
座
（
写
真
2
）
と
そ
の
前
面
の
斎
場
こ
そ
が
本
来
の
鎮
座
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
『
風
土
記
』
社
名
帳

に
記
載
さ
れ
た
熊
野
大
社
が
こ
の
磐
座
を
指
す
と
い
う
理
解
も
成
り
立
つ
が
、
同
時
期
に
は
、
杵
築
大
社
を
は
じ
め
重
要
な
神
社
は
す
で
に
複

数
の
社
殿
群
か
ら
な
る
形
態
を
取
っ
て
い
る
こ
と
や
、
熊
野
大
神
の
信
仰
圏
が
非
常
に
広
く
、
熊
野
山
に
源
を
発
す
る
水
系
沿
い
に
は
多
く
の

官
社
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
八
世
紀
の
熊
野
大
神
の
社
を
山
中
の
磐
座
に
限
定
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
社
名
帳
の
熊
野
大
社

は
同
時
に
麓
に
別
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
熊
野
山
の
記
載
は
あ
く
ま
で
山
の
説
明
に
主
意
が
あ
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
「
熊

野
大
神
驚
風
」
は
磐
座
を
指
す
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
言
う
山
峯
の
社
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
願
わ
く
ば
「
熊
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
神
の
社
は
即
ち
そ
の
山
の
下
な
り
」
と
記
載
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
し
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、

写真2　意宇郡熊野山（現天狗山）「元宮」の盤座

カ
『
風
土
記
』
叙
述
の
方
針
で
あ
り
、
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
実
態
の
全
て
と
考
え
る
必
要
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
熊
野
大
神
の
社
を
含
め
、
山
峯
の
社
は
岩
石
が
中
核
に
あ
る
場
合
が
多
い

と
想
定
さ
れ
る
が
、
単
に
岩
で
あ
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
。
先
に
例
示
し
た
秋
鹿
郡
安
心
高
野
で

は
樹
林
を
神
社
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
、
植
生
や
水
と
の
関
わ
り
を
も
っ
た
＝
疋
の
空
間
が
社
を

構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
の
実
態
を
よ
く
示
す
の
が
、
意
宇
郡
神
名
樋
野

（
現
松
江
市
茶
臼
山
、
標
高
一
七
一
メ
ー
ト
ル
）
の
六
合
目
あ
た
り
に
あ
る
、
高
さ
懸
隔
ー
ト
ル
ほ
ど

の
岩
盤
が
露
出
し
た
地
点
で
あ
る
（
写
真
3
）
。
こ
こ
は
地
元
で
コ
局
森
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、
『
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

土
記
』
社
名
帳
に
官
社
と
し
て
記
載
さ
れ
た
山
代
社
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
。
茶
臼
山
は
出
雲

国
府
が
置
か
れ
た
意
宇
平
野
に
面
し
た
低
山
で
あ
り
、
『
風
土
記
』
に
四
つ
あ
る
カ
ン
ナ
ビ
の
う

ち
「
山
」
で
な
く
唯
一
「
野
」
と
さ
れ
、
「
三
方
並
有
茅
」
と
あ
る
よ
う
に
、
草
山
で
あ
っ
た
。

『
風
土
記
』
に
特
段
の
記
載
が
な
い
が
、
こ
の
高
森
さ
ん
周
辺
の
み
樹
林
で
覆
わ
れ
て
い
た
こ
と
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写真3　意宇郡神名樋野（現茶臼山）「高森さん」

『
風
土
記
』
の
社
の
中
に
は
建
築
物
を
伴
う
も
の
も
一
定
程
度
存
在
し
た
と
考
え
る
が
、

石
や
植
生
、
水
と
い
っ
た
自
然
環
境
の
醸
す
空
間
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

が
想
定
さ
れ
、
現
在
で
も
椎
の
古
木
と
椿
の
群
落
が
こ
の
　
帯
だ
け
に
形
成
さ
れ
て
、
明
ら
か
に

植
生
が
周
囲
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
岩
盤
自
体
は
取
り
立
て
て
特
異
な
形
態
で
は
な
い
が
、
表
土

に
覆
わ
れ
た
茶
臼
山
の
中
で
、
岩
盤
が
露
出
す
る
の
は
こ
の
地
点
だ
け
と
言
っ
て
良
い
。
露
頭
し

た
玄
武
岩
質
の
岩
盤
は
節
理
に
沿
っ
て
拳
～
人
頭
大
の
方
形
ブ
ロ
ッ
ク
と
な
っ
て
剥
離
し
、
下
方

に
堆
積
し
て
い
る
。
ま
た
岩
盤
の
節
理
割
れ
筋
か
ら
地
下
水
が
滲
み
出
て
、
岩
盤
表
面
を
ミ
ズ
ゴ

ケ
が
覆
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
が
坐
す
山
の
中
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
神
の
存
在
を
感
じ
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、

表
出
す
る
神
の
霊
性
を
認
知
す
る
た
め
の
目
印
・
手
が
か
り
と
し
て
蝦
蟹
（
岩
盤
、
巨
岩
、
岩
塊

群
）
が
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
単
に
奇
異
な
岩
に
よ
る
特
異
な
景
観
と
い
う
の
で
は
な
く
、
次

第
に
岩
塊
が
は
が
れ
て
い
く
（
岩
が
生
み
出
さ
れ
る
）
、
水
が
し
み
出
す
と
い
っ
た
生
産
に
関
わ
る

神
秘
的
な
要
素
を
備
え
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
磐
座
周
辺
の
み
が
局
所
的
に
植
生
が

異
な
る
と
い
っ
た
現
状
は
、
先
述
し
た
出
雲
郡
神
名
火
山
の
伎
比
佐
の
大
岩
に
も
認
め
ら
れ
、

荒
々
し
い
岩
塊
群
の
周
辺
だ
け
が
照
葉
樹
林
に
覆
わ
れ
て
独
特
な
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
坐
す
山
に
お
け
る
社
の
実
際
は
、
こ
の
よ
う
な
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
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五
神
祭
り
の
諸
要
素

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
は
他
国
の
風
土
記
に
比
し
て
説
話
伝
承
の
記
述
が
短
く
、
地
域
に
無
数
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
神
に
ま
つ
わ
る

物
語
や
信
仰
の
現
状
を
体
系
的
に
述
べ
る
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
編
纂
上
の
方
針
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
多
数
あ
る
個
々
の
神
社
の
由
来
や
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現
状
を
一
切
記
さ
な
い
の
で
、
ひ
と
つ
の
社
や
祭
祀
対
象
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
神
を
観
念
し
何
を
祈
念
し
た
の
か
と
い
う
、
神
祭
り
の
内

容
に
関
す
る
極
め
て
基
本
的
な
要
素
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
知
る
す
べ
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
楯
縫
郡
神
名
樋
山
条
は
『
風
土
記
』
で
は

希
有
と
い
え
る
饒
舌
な
叙
述
で
、
神
祭
り
に
関
わ
る
様
々
な
要
素
が
ど
の
よ
う
な
状
況
・
相
互
関
係
に
あ
る
の
か
を
極
め
て
詳
細
に
知
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
神
祭
り
の
構
成
要
素
、
例
え
ば
山
と
石
神
、
社
と
集
落
な
ど
の
位
置
関
係
は
他
の
「
神
が
坐
す
山
」

の
実
際
と
共
通
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
神
祭
り
の
一
般
的
な
構
造
を
＝
疋
程
度
示
す
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。

　
　
e
．
［
楯
縫
郡
神
名
樋
山
条
］
　
神
名
樋
山
、
郡
家
東
北
六
里
一
百
六
十
歩
。
高
「
百
二
十
丈
五
尺
、
周
二
十
「
里
【
百
八
十
歩
。
蒐
西
在
石
神
。
高
㎝
丈
、

　
　
　
周
一
丈
、
生
煎
在
小
石
神
百
余
許
。
古
老
伝
云
、
阿
自
儘
枳
高
日
子
命
之
后
天
御
梶
日
女
命
、
来
坐
多
宮
村
、
自
給
多
伎
豊
比
古
命
。
爾
時
教
詔
、
汝

　
　
　
命
之
御
祖
之
向
位
欲
生
、
此
処
宜
也
。
所
謂
石
神
者
即
是
多
伎
都
比
古
東
之
御
魂
。
当
皐
愚
僧
時
必
令
零
也
。

　
要
点
は
、
山
の
峯
に
多
伎
都
比
古
命
が
宿
る
石
神
が
あ
っ
て
、
旱
天
に
乞
え
ば
必
ず
雨
を
降
ら
せ
る
、
だ
か
ら
神
名
樋
山
と
い
う
の
だ
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
神
名
樋
山
は
郡
家
か
ら
の
方
位
距
離
、
川
の
記
載
か
ら
み
て
現
在
の
大
船
山
（
図
3
、
三
二
七
メ
ー
ト
ル
）
に
あ
て
る

見
解
に
異
論
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
実
際
の
現
地
の
状
況
が
こ
の
『
風
土
記
』
の
記
述
と
極
め
て
整
合
的
で
あ
る
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
や
や

長
く
な
る
が
重
要
な
記
述
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
（
写
真
4
）
。

　
ま
ず
「
零
の
西
に
石
神
在
り
。
高
さ
一
瞥
、
周
一
丈
」
に
あ
た
る
の
が
、
地
元
で
烏
帽
子
岩
と
呼
ば
れ
る
岩
塊
で
あ
る
（
写
真
4
左
上
）
。
大

船
山
山
頂
か
ら
西
に
派
生
す
る
尾
根
上
に
、
急
な
崖
面
に
せ
り
出
す
よ
う
に
屹
立
し
て
い
る
こ
の
岩
は
高
さ
約
言
メ
ー
ト
ル
、
馬
宿
・
五
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
で
、
『
風
土
記
』
の
位
置
、
規
模
は
正
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
径
に
は
則
ち
小
石
神
、
百
余
許
り
在
り
。
」
と
い
う
記
述
通
り
、
石
神

に
至
る
直
前
の
尾
根
筋
、
や
や
降
る
あ
た
り
に
、
岩
盤
の
脈
が
露
頭
し
大
小
の
岩
が
連
続
す
る
箇
所
が
あ
る
（
写
真
4
右
上
）
。
「
阿
早
旦
枳
高

日
子
命
の
盾
、
弟
御
梶
日
女
命
、
多
宮
村
に
来
た
り
坐
し
て
、
多
伎
都
比
古
命
を
産
み
給
う
。
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
信
仰
さ
れ
る
神
が
多
伎

都
比
古
命
と
い
う
神
格
で
、
阿
遅
々
尻
高
日
子
命
（
大
穴
官
命
の
御
子
）
と
天
御
近
日
電
命
と
の
御
子
神
と
い
う
神
統
譜
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。

15 （15）
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　写真4　各所の状況
（左上＝烏帽子岩／右上：小石神
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図3　神名樋山と周辺図
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「
そ
の
晴
（
御
子
に
）
教
え
詔
る
に
は
、
汝
の
命
の
御
祖
（
雪
垣
須
枳
高
日
子
命
）
の
向
位
に
て
生
み
た
い
、
こ
こ
が
宜
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
」
「
い
わ
ゆ
る
石
神
は
即
ち
是
れ
、
多
伎
都
比
古
命
の
御
魂
で
あ
る
。
」
「
皐
（
ひ
で
り
）
に
当
た
っ
て
雨
を
乞
う
時
、
必
ず
零
ら
し
め
る
。
」

こ
れ
ら
の
部
分
は
、
こ
の
伝
承
が
当
地
に
あ
る
こ
と
の
理
由
、
石
と
い
う
物
体
と
神
と
の
関
係
性
、
祭
祀
に
よ
っ
て
神
が
何
を
も
た
ら
す
か
、

と
い
っ
た
事
柄
を
説
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
本
条
は
①
神
が
坐
す
水
の
源
た
る
山
（
神
名
樋
山
）
、
②
神
の
御
魂
（
石
神
）
、
③
神
威
・
神
の
は
た
ら
き
（
旱
天
で
の
祈

雨
）
、
④
神
名
と
神
格
（
多
伎
都
比
古
　
タ
キ
）
、
⑤
奉
超
す
る
人
々
の
生
活
空
虚
（
多
宮
村
）
、
と
い
っ
た
、
神
祭
り
に
関
わ
る
諸
要
素
を
も
れ
な

く
記
述
し
て
い
る
（
図
4
）
。
『
出
雲
国
風
土
記
隔
中
に
こ
う
い
つ
た
詳
細
な
記
述
は
他
に
な
く
、
地
域
社
会
で
神
祭
り
が
必
要
と
さ
れ
た
実
際

を
知
ら
し
め
て
く
れ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
神
祭
り
が
『
風
土
記
』
社
名
帳
の
社
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
神
名
樋
山
の
麓
に

は
『
風
土
記
㎏
の
社
を
継
承
す
る
神
社
が
現
在
も
鎮
座
し
て
お
り
、
変
動
は
想
定
さ
れ
る
と
は
い
え
社
の
立
地
を
示
唆
し
て
い
る
。
具
体
的
に

は
⑥
多
久
神
社
（
官
社
で
あ
る
多
久
社
を
継
承
）
、
⑦
宿
努
神
社
（
非
官
社
で
あ
る
宿
努
社
を
継
承
）
で
あ
る
。
そ
の
立
地
環
境
を
見
る
と
、
多
久
社

は
川
が
合
わ
さ
っ
て
谷
が
開
け
る
あ
た
り
の
山
裾
に
立
地
し
、
水
田
・
居
住
域
と
山
と
の
境
界
に
あ
っ
て
田
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
祭
ら
れ
て
い

る
。
一
方
の
宿
努
社
は
、
谷
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
沢
に
あ
る
滝
（
虹
が
滝
、
写
真
4
右
下
）
に
隣
接
し
て
祭
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
宮
社
と
非
官
社
の

立
地
の
あ
り
方
の
違
い
は
、
出
雲
郡
神
名
火
山
を
モ
デ
ル
に
示
し
た
構
図
（
図
2
）
に
合
致
し
、
非
官
社
で
あ
る
宿
嬉
嬉
が
根
源
的
な
祭
祀
空

間
（
こ
の
場
合
は
滝
）
で
あ
っ
て
、
官
社
で
あ
る
多
久
社
が
祭
祀
の
た
め
後
次
的
に
固
定
さ
れ
た
空
聞
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
せ
る
。
前
者

は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
在
も
山
中
に
点
在
が
確
認
で
き
る
複
数
の
小
規
模
な
滝
が
、
一
つ
の
非
官
社
に
包
括
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
小
規
模
な
滝
と
は
、
谷
筋
に
累
積
し
た
岩
塊
の
間
隙
を
伏
流
し
た
水
が
、
急
傾
斜
と
な
る
所
に
滝
と
な
っ
て
地
表
に
表
れ
た
も
の
で

（
写
真
4
左
下
）
、
あ
た
か
も
山
（
岩
）
か
ら
水
が
出
現
す
る
か
の
よ
う
な
神
秘
的
な
景
観
を
な
す
。
こ
う
し
た
小
規
模
な
滝
や
岩
塊
の
周
辺
か

ら
、
踏
査
に
よ
っ
て
古
墳
時
代
の
土
器
（
図
5
）
が
表
採
さ
れ
て
お
り
、
『
風
土
記
』
叙
述
の
前
提
と
な
っ
た
信
仰
が
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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現
在
で
も
大
船
山
か
ら
流
れ
出
る
豊
富
な
水
は
多
久
地
域
の
水
田
に
広
域
に
引
か
れ
て
い
る
。
神
の
坐
す
山
は
安
定
的
な
農
耕
生
産
を
支
え

生
命
の
維
持
を
保
障
す
る
水
を
左
右
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
古
代
、
多
宮
村
で
信
仰
さ
れ
た
神
は
山
に
坐
し
て
、
岩
石
で
あ
る
石
神
に
御
魂
を

な
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
神
格
は
山
で
も
岩
で
も
な
く
滝
で
あ
っ
て
、
水
を
司
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
『
風
土
記
』
の
叙
述
が
無
け

れ
ば
知
る
由
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
に
坐
す
神
へ
の
祭
祀
が
水
・
食
料
・
生
命
の
安
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
神
祭
り
の

観
念
は
普
遍
的
に
基
層
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

18　（18）

六
海
浜
部
の
神
社

　
本
稿
の
視
点
は
、
あ
く
ま
で
『
風
土
記
隔
に
社
、
神
の
坐
す
空
間
が
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述

べ
た
よ
う
に
『
風
土
記
』
に
表
れ
る
神
・
社
は
山
と
の
関
係
が
強
く
、
こ
の
こ
と
は
古
代
社
会
に
お
い
て
普
遍
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

多
様
な
自
然
環
境
に
応
じ
て
生
業
は
様
々
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
全
て
の
人
々
の
生
産
活
動
が
水
田
耕
作
を
基
礎
に
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
地
勢
に
起
因
す
る
神
・
社
の
有
り
様
が
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
の
が
、
島
根
郡
の
海
浜
部
の
状
況
で
あ
る
。

　
f
．
［
島
根
郡
娯
蛛
押
韻
］
　
蝶
松
島
、
周
五
里
一
百
三
十
歩
、
高
二
丈
。
古
老
伝
云
、
膚
帯
莫
三
歎
莫
爾
来
娯
松
、
止
居
此
島
。
故
云
蝶
松
島
。
東
辺
神
社
。

　
　
　
以
外
皆
悉
百
姓
家
。
土
体
豊
沃
、
草
木
扶
疏
、
桑
麻
豊
富
。
此
則
所
謂
聖
訓
是
突
。

　
　
鼠
［
島
根
郡
美
保
浜
条
U
　
美
保
浜
、
広
～
百
六
十
歩
。
（
西
有
神
社
、
北
有
百
姓
之
家
。
捕
志
毘
魚
。
）

　
h
．
［
島
根
郡
質
留
比
浦
条
］
　
質
留
比
浦
、
広
二
百
二
十
歩
。
（
南
有
神
社
、
北
有
百
姓
藁
家
。
三
十
船
下
泊
。
）

　
i
．
［
島
根
郡
野
浪
浜
条
］
　
野
浪
浜
、
広
二
百
八
歩
。
（
東
辺
有
神
社
。
県
有
百
姓
押
葉
。
）

　
個
々
の
浜
・
浦
に
対
応
す
る
よ
う
に
社
が
一
．
つ
ず
つ
存
在
す
る
関
係
が
う
か
が
え
、
し
か
も
「
西
に
神
の
社
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
浜
・
浦

の
中
で
位
置
を
特
定
す
る
記
述
が
特
徴
的
で
あ
る
。
伝
統
的
な
祭
祀
の
場
、
対
象
は
浜
と
い
う
空
間
の
中
や
周
辺
で
雑
多
に
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
記
述
の
社
は
あ
る
地
点
・
空
間
・
施
設
に
人
為
的
に
特
定
・
固
定
さ
れ
た
存
在
の
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
現
在
の
、
島
根
郡
域
の



古代の祭祀空間（松尾）

浜
浦
に
お
け
る
神
社
立
地
を
見
る
と
、
狭
小
な
居
住
域
の
斜
面
上
方
に
境
内
地
を
工
夫
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
限
ら
れ
た
空
間
で

巧
み
に
住
み
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
が
仮
に
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
す
れ
ば
、
『
風
土
記
』
島
根
郡
の
社
は
自
然
形

成
さ
れ
た
信
仰
対
象
（
例
え
ば
岩
）
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
く
、
後
次
的
に
設
定
さ
れ
た
空
間
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
島

根
半
島
の
日
本
海
側
は
海
岸
線
が
複
雑
に
入
り
組
み
、
そ
の
た
め
島
根
郡
に
は
多
く
の
浜
・
浦
が
形
成
さ
れ
、
『
風
土
記
』
に
項
目
立
て
さ
れ

た
記
載
も
島
根
郡
の
海
浜
地
形
が
突
出
し
て
多
い
（
表
2
）
。
口
分
田
と
な
る
可
耕
地
が
極
め
て
限
ら
れ
、
生
業
は
漁
携
採
取
が
基
幹
で
あ
り
、

水
上
交
通
で
接
続
す
る
と
い
っ
た
地
勢
上
の
要
因
か
ら
個
別
の
浜
・
浦
は
独
立
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
空
間
の
独
立
性
が
、
浜
・
浦
に
社
が
一

つ
ず
つ
、
決
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
地
形
と
神
社
と
の
位
置
関
係
、
対
応
関
係
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
百
姓
之
家
」
と
神
社
が
対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
関
和
彦
氏
は
社
と
百
姓
之
家
が
セ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

関
係
を
な
し
て
お
り
、
島
根
郡
の
浜
ご
と
に
『
風
土
記
』
社
名
帳
の
社
が
一
社
ず
つ
対
応
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
風
土
記
』

の
社
と
共
同
体
の
関
係
、
社
名
帳
の
社
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
誰
が
祭
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
わ
り
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ

で
次
章
で
は
、
共
同
体
単
位
と
社
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
。

①
　
秋
本
吉
郎
『
風
土
記
の
研
究
㎏
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
一
二
年
。

②
錦
田
剛
志
「
覚
書
『
出
雲
国
風
土
記
匝
に
み
る
神
祇
祭
祀
の
空
間
」
『
古
代
文

　
化
研
究
』
第
一
二
号
、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
。

③
前
註
文
献
で
は
語
呂
合
わ
せ
、
説
話
的
性
格
の
強
い
堅
牢
由
来
等
も
取
り
混
ぜ

　
て
検
討
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
自
然
対
象
物
／
建
造
物
と
い
う
差
異
に
論

　
者
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
様
々
な
自
然
物
と
神
と
の
関
わ

　
り
が
指
摘
さ
れ
た
一
方
、
「
神
祇
祭
祀
一
般
の
対
象
、
場
、
施
設
が
多
様
で
あ
る
偏

　
と
い
う
総
論
的
な
立
場
が
取
ら
れ
て
い
る
。

④
神
門
郡
と
大
原
郡
の
山
記
載
が
多
い
が
、
基
本
的
に
名
の
由
来
を
説
く
も
の
で

　
（
イ
）
郷
名
由
来
に
近
く
、
神
・
社
の
存
在
を
直
接
的
に
述
べ
た
内
容
で
は
な
い

　
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
。

⑤
門
野
」
は
高
木
が
無
い
草
山
を
指
す
。

⑥
神
が
山
の
「
麓
」
に
坐
す
こ
と
を
示
す
記
述
は
『
風
土
記
㎞
に
無
い
こ
と
か
ら

　
も
、
門
神
」
と
「
社
」
の
概
念
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
神
は
山
の
高
所

　
に
坐
す
と
本
来
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

⑦
官
社
「
曽
露
悪
夜
霧
」
二
君
は
『
延
喜
式
』
の
「
曽
枳
能
夜
神
社
」
「
同
社
韓

　
國
伊
太
義
神
社
」
に
あ
た
る
。
初
め
て
の
注
釈
書
で
あ
る
岸
崎
時
弊
の
『
出
雲
国

　
風
土
記
抄
㎞
（
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
）
以
来
、
『
風
土
記
㎞
社
名
帳
の
社
の
比

　
定
研
究
は
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
尊
は
現
在
も
麓
に
鎮
座
す
る
曽

　
枳
能
夜
神
社
と
そ
の
境
内
社
、
あ
る
い
は
熊
野
権
現
旧
社
地
に
比
定
さ
れ
て
い
て
、

　
麓
の
社
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
関
和
華
氏
は
社
名
に
あ
る
「
ソ

　
キ
」
が
由
裾
を
指
す
語
で
あ
る
と
述
べ
る
。
（
関
和
彦
『
出
雲
国
風
土
記
註
論
㎏
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七
九
八
頁
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。
）

⑧
岡
義
重
『
郷
土
斐
零
物
愚
心
斐
川
町
有
線
放
送
電
話
協
会
、
一
九
七
六
年
。

⑨
こ
の
よ
う
な
併
存
関
係
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
注
意
が
払
わ
れ
て
お
り
、
舶
藤

　
義
成
氏
は
「
恐
ら
く
官
社
で
あ
る
蕾
支
能
夜
露
は
山
麓
に
あ
っ
て
こ
の
神
を
奉
祀

　
し
、
山
頂
に
は
そ
の
神
霊
の
本
座
で
あ
る
社
が
あ
っ
て
、
い
わ
ば
奥
宮
と
な
っ
て

　
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
（
加
藤
義
成
欄
修
訂
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
初
版

　
～
九
五
七
年
。
）
同
様
に
関
和
彦
氏
は
門
民
俗
学
が
い
う
里
方
、
山
方
に
そ
れ
ぞ

　
れ
神
を
祭
る
社
が
併
存
し
て
い
る
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
」
と
述
べ
る
。
（
関
和

　
彦
『
山
山
雪
暗
国
風
土
記
画
論
瞼
、
明
石
臨
蕾
店
、
　
一
～
○
〇
六
年
。
）

⑩
岩
石
に
ま
つ
わ
る
信
仰
に
つ
い
て
研
究
史
お
よ
び
実
例
紹
介
と
類
型
化
を
お
こ

　
な
っ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
吉
川
宗
明
氏
の
整
理
が
詳
し
い
。
（
吉
川
宗
明
『
岩

　
石
を
信
仰
し
て
い
た
日
本
入
㎞
遊
タ
イ
ム
出
版
、
二
〇
一
～
年
。
）
ま
た
出
雲
地

　
域
に
お
け
る
石
神
信
仰
に
つ
い
て
、
『
風
土
記
』
記
載
に
加
え
て
近
世
地
誌
史
料

　
で
あ
る
『
雲
陽
転
㎞
、
さ
ら
に
現
在
も
神
社
等
で
祭
ら
れ
る
民
俗
例
を
紹
介
し
た

　
も
の
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
（
前
島
己
基
門
出
雲
に
お
け
る
石
信
仰
足
早
季
刊
文
化

　
財
』
第
三
七
号
、
島
根
県
文
化
財
愛
護
協
会
、
一
九
八
○
年
。
宮
澤
明
久
「
出
雲

　
の
石
神
」
『
古
代
の
日
本
と
渡
来
の
文
化
婦
上
田
正
昭
編
、
学
生
社
、
～
九
九
七

　
年
。
錦
田
醗
志
「
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
る
岩
石
と
神
祭
り
扁
『
東
ア
ジ
ア
の
古

　
代
文
化
睡
一
＝
一
号
、
大
和
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
）

⑪
　
加
藤
義
成
「
古
代
祭
祀
遺
跡
」
『
八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘
周
辺
の
文
化
財
』
島

　
根
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
。
享
保
二
年
の
闇
雲
陽
誌
』
に
門
高
森
名
神
」

　
「
山
代
山
の
半
腹
に
森
を
鎮
座
と
す
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
天
保
四
年
の

　
隅
出
雲
神
社
巡
拝
記
㎞
に
は
、
延
宝
年
中
に
茶
臼
山
（
山
代
山
）
の
半
腹
に
あ
る

　
森
（
一
－
高
森
さ
ん
）
か
ら
山
代
社
が
現
在
の
社
地
（
松
江
市
古
志
原
町
、
山
代
神

　
社
）
に
遷
さ
れ
た
と
あ
る
。

⑫
な
お
例
に
あ
げ
た
高
森
さ
ん
1
1
由
代
社
は
官
社
で
あ
り
、
郷
名
（
山
代
郷
）
と

　
社
名
が
岡
一
で
、
信
仰
さ
れ
る
神
（
大
穴
持
命
の
御
子
神
、
山
代
日
子
命
）
と
の

　
対
応
が
明
確
、
さ
ら
に
は
山
の
名
（
お
そ
ら
く
本
来
は
山
代
山
）
と
も
同
じ
と
い

　
う
点
で
、
他
の
一
般
的
な
山
峯
の
社
と
は
異
な
る
性
格
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。

　
国
府
郡
家
と
隣
接
す
る
こ
と
や
、
比
高
差
が
小
さ
く
生
活
空
間
と
近
い
と
い
っ
た

　
立
地
上
の
特
性
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑬
大
国
晴
雄
・
西
尾
克
己
「
楯
縫
帯
の
神
名
樋
と
そ
の
祭
祀
扁
畷
山
陰
史
談
』
第

　
一
五
号
、
山
陰
歴
史
研
究
会
、
一
九
七
九
年
。

⑭
関
和
彦
「
古
代
村
落
と
神
祇
信
仰
扁
魍
風
土
記
と
古
代
社
会
』
塙
書
房
、
一
九

　
八
四
年
。
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第
二
章
　
郷
・
共
同
体
単
位
と
社

郷
里
と
村
落

国
郡
里
制
に
お
け
る
郷
（
サ
ト
）
は
、
重
三
の
「
凡
そ
五
十
戸
を
以
て
里
と
為
せ
」
の
規
定
で
五
〇
戸
を
定
量
的
に
編
制
し
た
も
の
で
あ
り
、

土
地
の
地
形
や
領
域
に
対
応
し
た
自
然
村
落
と
は
別
の
単
位
で
あ
る
。
八
世
紀
の
サ
ト
は
里
↓
郷
・
翌
（
コ
ザ
ト
）
↓
郷
と
段
階
的
に
制
度
が



古代の祭祀空聞（松尾）

変
化
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
が
完
成
し
た
天
平
五
（
七
三
一
ε
年
は
郷
里
制
の
段
階
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
の
里
と
は
郷
を
さ

ら
に
二
～
三
の
単
位
に
細
分
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿
で
の
里
は
郷
里
制
下
の
コ
ザ
ト
を
指
す
）
。
～
方
、
古
代
史
料
に
あ
ら

わ
れ
る
「
村
」
に
つ
い
て
は
、
自
然
村
落
と
し
て
形
成
さ
れ
た
村
落
共
同
体
で
行
政
機
構
と
し
て
の
性
格
は
な
い
と
い
う
見
方
や
、
村
を
政
治

的
に
編
制
し
た
も
の
が
郷
里
制
下
の
里
に
あ
た
り
、
こ
の
共
同
体
支
配
を
体
現
す
る
村
落
首
長
が
国
家
に
よ
る
地
方
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
異
な
る
見
方
も
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
が
、
～
定
程
度
、
里
と
重
複
す
る
こ
と
や
、
複
数
村
が
里
を
実
質
的
に
構
成

す
る
よ
う
な
関
係
は
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
、
内
田
律
雄
氏
は
島
根
郡
山
口
郷
、
神
門
郡
滑
狭
郷
を
モ
デ
ル
に
検
討
し
、
郷
が
二
～
三
里
か
ら
構
成
さ
れ
、

さ
ら
に
里
は
二
～
三
の
自
然
村
落
（
村
）
か
ら
な
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
村
こ
そ
が
「
水
田
経
営
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
小
水
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

水
利
権
を
共
有
し
、
そ
こ
に
は
～
社
ず
つ
風
土
記
記
載
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
完
結
型
の
村
落
で
あ
っ
た
。
」
と
論
じ
た
。
地
形
に

依
拠
し
て
水
系
（
水
利
）
を
共
有
す
る
村
落
共
同
体
が
、
個
々
の
社
に
対
応
す
る
集
団
単
位
で
あ
る
と
基
本
的
に
考
え
ら
れ
る
。
地
形
と
生
業

形
態
が
異
な
る
海
浜
部
で
も
基
本
的
構
造
は
同
様
と
見
て
良
く
、
前
述
の
、
風
土
記
社
が
一
社
ず
つ
対
応
す
る
島
根
郡
の
浜
・
浦
は
、
地
形
に

基
づ
き
隠
然
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
水
田
経
営
に
か
か
る
村
と
相
似
す
る
単
位
と
考
え
ら
れ
る
。
関
和
彦
氏
の
重
層
的
共
同
体
論
を
借
り

れ
ば
い
く
つ
か
の
百
姓
売
家
（
集
落
、
在
家
共
同
体
）
を
包
摂
し
た
の
が
村
（
村
落
共
同
体
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
一
～
三
の
村
が
ほ
ぼ
里
と
対

応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
風
土
記
晦
社
名
帳
の
社
が
村
落
と
対
応
す
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
場
合
、
問
題
に
な
る
の
は
郡
ご
と
の
神
社
数
に
著
し
い
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

寡
が
あ
る
こ
と
（
最
多
の
出
雲
郡
は
窟
社
五
八
、
非
官
社
六
四
。
最
少
の
仁
多
郡
は
官
祉
二
、
非
官
社
八
。
）
で
あ
る
。
平
野
部
の
郡
に
社
が
多
く
、
山

間
部
の
郡
に
少
な
い
と
い
う
大
き
な
傾
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
つ
の
郡
の
申
で
も
均
質
に
神
社
が
分
布
す
る
訳
で
は
な
い
。
つ
ま
り
郷
里
の
数

（
入
口
）
の
粗
密
と
神
社
分
布
と
は
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人
問
の
数
が
多
い
か
ら
と
雷
っ
て
神
社
の
数
が
多
い
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
い
」
事
実
を
述
べ
る
た
め
吉
松
大
志
氏
が
挙
げ
た
神
門
郡
の
二
郷
を
例
に
借
り
て
、
郷
の
規
模
と
社
の
密
度
の
関
係
を
模
式
的
に
示
す
と
図
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6
①
②
の
よ
う
な
モ
デ
ル
が
想
定
で
き
る
。

①
平
野
中
心
部
モ
デ
ル
」
神
門
郡
八
野
郷
。
出
雲
平
野
の
中
心
域
に
あ
た
り
、
地
形
は
平
坦
で
微
高
地
と
低
地
か
ら
な
る
。
耕
地
単
位
が
大

　
き
く
、
弥
生
時
代
以
来
、
拠
点
的
大
規
模
集
落
が
営
ま
れ
て
い
る
。
人
口
密
度
が
高
く
、
蕩
揺
は
小
さ
い
が
三
里
か
ら
な
る
。
社
は
少
な
く
、

　
官
社
二
社
、
非
官
社
な
し
。

②
丘
陵
裾
部
モ
デ
ル
　
神
門
篭
鳥
狭
郷
。
中
国
山
地
か
ら
連
な
る
山
塊
の
縁
辺
に
あ
た
り
、
地
形
は
小
さ
な
谷
が
複
雑
に
入
り
組
む
。
小
水

　
系
ご
と
に
小
規
模
な
耕
地
が
分
散
し
て
お
り
、
古
墳
時
代
の
集
落
単
位
も
こ
う
し
た
小
さ
な
心
筋
ご
と
に
展
開
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　
人
口
密
度
が
低
く
、
郷
域
は
広
い
が
二
里
の
み
。
社
は
多
く
、
官
社
六
、
非
官
社
二
。

　
①
と
②
は
対
照
的
で
、
自
然
地
界
は
①
不
明
瞭
②
明
瞭
、
村
落
単
位
が
①
大
き
い
②
小
さ
い
、
水
利
に
関
わ
る
河
川
規
模
が
①
大
き
い
②
小

さ
い
と
い
っ
た
対
比
を
な
す
。
①
は
開
発
が
相
当
に
早
く
か
ら
進
ん
で
お
り
、
伝
統
的
信
仰
対
象
と
な
り
う
る
自
然
物
そ
の
も
の
が
残
る
要
素

が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
川
の
水
分
や
泉
、
樹
木
な
ど
を
足
が
か
り
に
し
つ
つ
も
人
為
的
に
社
が
設
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し

た
社
は
一
社
に
対
す
る
集
団
が
大
き
い
（
人
数
が
多
い
）
こ
と
に
な
る
。
②
は
小
水
系
ご
と
に
農
業
経
営
に
関
わ
る
村
落
が
あ
り
、
そ
れ
に
対

応
す
る
社
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
状
態
で
、
～
社
に
対
す
る
人
ロ
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
社
の
数
が
人
口
と
比
例
し
な
い
事
実
の
要
因
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
地
形
に
基
づ
く
水
利
範
囲
、
共
同
体
の
規
模
差
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
平
野
部
の
郡
を
想
定
し
た
①
②
の
他
に
、
前
述
し
た
海
浜
部
の
島
根
郡
（
特
に
関
和
彦
氏
の
検
討
）
を
元
に
し
た
③
海
浜
部
モ
デ
ル
を
、

ま
た
入
口
密
度
と
神
社
密
度
が
共
に
低
い
④
山
間
部
モ
デ
ル
も
参
考
ま
で
に
図
示
し
て
お
く
。
④
は
②
と
同
様
に
小
河
川
ご
と
に
村
落
に
対
応

し
た
社
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
こ
う
し
た
村
落
を
包
括
す
る
、
ほ
ぼ
里
に
対
応
す
る
よ
う
な
集
団
に
｝
社
が
対
応
す
る
状
況
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
原
理
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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二
　
郷
名
由
来
伝
承
と
神
と
社

　
第
一
章
留
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
風
土
記
』
に
お
い
て
神
・
社
に
関
す
る
記
述
箇
所
は
（
イ
）
郡
画
名
の
由
来
、
（
ロ
）
神
社
名
の
列
記
、

（
ハ
）
自
然
地
形
の
説
明
、
の
三
パ
タ
！
ン
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
（
イ
）
が
最
も
叙
述
が
丁
寧
で
文
字
量
が
多
い
。
こ
れ
は
全
て
の
郡
郷
名
の

由
来
を
漏
ら
さ
ず
記
載
す
る
と
い
う
『
出
雲
国
風
土
記
』
特
有
の
編
纂
方
針
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
由
来
を
語
る
上
で
『
出

雲
国
風
土
記
瞳
は
神
の
名
や
行
動
、
発
言
に
根
拠
を
求
め
る
パ
タ
ー
ン
が
非
常
に
多
い
。
こ
う
し
た
叙
述
上
の
特
徴
に
つ
い
て
荻
原
千
鶴
氏
は

「
地
名
が
そ
の
地
そ
の
地
で
多
様
で
あ
る
限
り
、
地
名
の
起
源
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
も
、
そ
の
地
そ
の
地
で
多
様
で
あ
り
え
た
は
ず
だ
。
だ

か
ら
出
雲
国
風
土
記
の
こ
こ
ま
で
の
パ
タ
ー
ン
化
は
、
た
と
え
ば
、
「
神
の
固
有
名
や
発
言
を
、
行
政
区
画
単
位
地
名
の
起
こ
り
と
し
て
最
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

凝
す
る
こ
と
」
な
ど
と
い
っ
た
規
範
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
解
け
な
い
。
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
郷
名
起
源
が
編
纂

上
の
意
図
を
反
映
し
、
強
引
な
ほ
ど
に
神
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
社
の
あ
り
方
を
読
み
解

こ
う
と
い
う
姿
勢
は
生
産
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
定
の
基
本
的
構
造
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
分
析
を

お
こ
な
う
。
ま
ず
、
神
に
ま
つ
わ
る
郷
貫
起
源
を
大
き
く
二
つ
の
類
型
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
A
型
　
郷
に
坐
す
神
の
名
に
由
来
す
る
も
の

　
B
型
　
神
の
発
雷
や
行
動
に
由
来
す
る
も
の

　
B
型
は
神
に
関
わ
る
現
象
や
施
設
等
に
そ
の
名
の
由
来
を
求
め
る
も
の
も
含
み
、
説
話
的
色
彩
が
強
い
。
六
二
郷
（
駅
家
除
く
）
申
、
四
三

郷
、
約
七
割
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
記
述
の
基
本
形
は
「
△
△
命
、
◎
◎
し
給
い
き
／
◎
◎
と
詔
り
給
い
き
。
故
、
◎
◎
郷
と
云
う
。
」
と
い
う

も
の
で
、
果
た
し
て
△
△
命
に
あ
た
る
神
が
◎
◎
郷
に
お
い
て
祭
祀
対
象
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
に
、
多
く

見
ら
れ
る
「
此
処
に
来
坐
し
て
◎
◎
し
給
う
」
と
い
う
記
述
は
神
の
移
動
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
神
が
そ
こ
で
祀
ら
れ
た
か
ど
う
か
を

読
み
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
論
で
は
こ
れ
以
上
、
そ
の
内
容
を
追
究
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
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古代の祭祀空間（松尾）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
共
同
体
と
神
と
の
関
係
性
が
見
て
取
れ
る
の
は
A
型
で
、
一
八
例
（
型
名
二
、
郷
名
一
四
、
（
う
ち
旧
里
名
一
）
、
駅
家
名
二
）
あ
る
。
記
述
の
基

本
形
は
「
◎
◎
郷
。
◎
◎
命
坐
す
。
故
、
◎
◎
郷
と
云
う
。
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば

　
乳
　
［
意
宇
郡
大
草
郷
条
］
　
大
草
郷
、
郡
家
南
西
二
里
一
百
二
十
歩
。
須
佐
乎
命
御
子
青
二
佐
久
佐
丁
壮
命
坐
。
故
云
大
草
。

　
k
，
［
黒
潮
郡
山
廿
里
条
］
　
山
代
郷
、
郡
家
西
北
三
里
一
百
二
十
歩
。
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命
御
子
山
代
日
子
命
坐
。
白
蜜
山
代
也
。
即
有
正
倉
。

　
1
．
［
神
門
郡
多
伎
郷
条
］
多
伎
郷
、
郡
家
南
西
二
十
里
。
所
造
天
下
大
神
之
御
子
阿
陀
加
夜
努
志
多
伎
吉
比
売
輪
坐
之
。
故
云
多
吉
。
（
神
亀
三
年
、
改

　
　
　
字
多
伎
。
）

　
先
に
神
名
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
郷
名
が
号
さ
れ
た
と
い
う
論
法
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
実
態
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
1
多
伎
郷
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
ま
ず
根
源
的
な
信
仰
対
象
（
こ
の
場
合
は
タ
キ
　
滝
か
）
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
神
格
（
タ
キ
キ
ヒ
メ
）
と
社
（
多
吉
社
）
↓
地

名
（
多
伎
郷
）
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
大
半
の
神
名
に
は
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
信
仰
対
象
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
神
や
社
の
名
か
ら
地
名
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
由
来
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
古
く
か
ら
あ
っ
た
地
名
が
先
に
あ
っ
て
、

そ
こ
で
信
仰
さ
れ
る
地
域
神
が
名
に
そ
の
信
仰
圏
の
固
有
名
詞
を
負
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
A
型
の
嘉
名
を
社
名
帳
に
照
ら
す
と
、
郷
名
と
同
一
の
名
を
冠
し
た
社
（
◎
◎
郷
に
対
す
る
◎
◎
社
）
が
存
在
す
る
の
は
A
型
一
七
例

中
一
二
例
あ
り
、
七
〇
％
を
超
え
る
高
い
比
率
を
示
す
。
国
内
の
郷
全
体
で
み
た
場
合
の
比
率
が
四
五
％
程
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

『
風
土
記
』
に
郷
名
神
を
明
記
し
た
郷
で
は
◎
◎
郷
・
◎
◎
命
・
◎
◎
社
と
い
う
三
者
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
そ
れ
は
信
仰
圏
の
広
さ
濃
さ
も

対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
郷
の
中
で
大
き
な
信
仰
を
集
め
る
地
域
神
が
そ
の
地
名
を
神
名
に
負
い
、
そ
の
神
を
祀
る
社
が
明
確
に
特
定
さ
れ
、

同
じ
固
有
名
詞
が
罪
名
に
も
採
用
さ
れ
る
と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
郷
名
を
名
に
負
う
神
は
、
前
項
で
述
べ
た
社
の
基
礎
単
位

と
な
る
村
落
共
同
体
単
位
の
範
囲
を
超
え
て
、
広
範
囲
に
信
仰
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
風
土
記
』
社
名
帳
は
こ
の
よ
う
に
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

層
的
に
存
在
し
た
神
と
信
仰
圏
の
階
層
差
を
表
現
し
な
い
が
、
ひ
と
こ
と
で
神
と
い
え
ど
も
そ
の
次
元
は
様
々
で
あ
っ
た
。
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表3　『出雲国風土言己』郷に坐す神の類型

類　型 郡　名 郷　名 主体 郷に坐す神の名 対応する社

意宇郡 大草郷 神 田幡佐久佐丁壮命 佐久佐社

意宇郡 山代郷 神 山代日子命 山代社

意宇郡 野城駅家 神 野城大神 野城社

島根郡 美保郷 神 御二塁須美命 美保社

島根郡 千酌駅 神 都久豆美醜

秋晴郡 〔郡〕 神 秋鹿日女盛 秋鹿社

A1型
神門郡 塩冶郷 神 塩冶毘古借命 夜牟夜社・盤夜社

神門郡 八野郷 神 八野若臼召命 矢野社

神門郡 多伎郷 神 阿仁加夜努志多伎吉比売命 多吉社・多支社

飯石郡 飯石郷 神 伊毘志都弊命 飯石社

飯石郡 波多郷 神 波多都美命

飯石郡 来島郷 神 伎自麻都美命

大原郡 斐伊郷 神 樋速日子命 樋　社

A2型
出雲郡 三夜里 社 二二都二二

飯石郡 〔郡〕
ネ
申 二二志都弊命 飯石社

出雲郡 漆二郷 神 二二志都二値之

A3型
出雲郡 濡鼠郷 社 赤帽伊努二二須美比古佐委気能命 伊努社・三農社

出雲郡 美談郷※ 神 和加二二二二命 彌太開削・彌陀闇闇

※註⑤参照

m．n
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

斐
傑
郷
、
属
郡
家
。
樋
速
日
子
車
坐
此
処
。

故
云
樋
。
（
神
亀
三
年
、
改
字
斐
伊
。
）

加
賀
神
埼
、
即
有
窟
。
高
一
十
丈
許
、
周
五

百
二
歩
許
、
東
西
北
通
。
（
所
謂
佐
太
大
神
之

型
と
A
3
型
の
叙
述
で
あ
る
。

　
次
に
A
型
の
叙
述
に
お
い
て
、
郷
の
ど
こ
に
神

は
坐
す
と
表
現
し
て
い
る
の
か
を
細
か
く
見
る
と
、

以
下
の
三
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
3
）
。

　
A
1
型
一
特
に
触
れ
な
い

　
A
2
型
　
「
此
の
処
に
坐
す
」

　
A
3
型
　
「
郷
中
に
坐
す
」

特
に
記
述
の
な
い
A
1
型
が
大
半
を
占
め
る
。
本

来
的
に
郷
が
人
的
編
制
単
位
で
あ
っ
て
土
地
の
領

域
支
配
と
は
異
な
る
と
い
う
理
解
に
立
て
ば
、
こ

の
よ
う
に
特
に
地
点
や
空
間
を
念
頭
に
置
か
ず
、

た
だ
当
該
郷
に
坐
す
と
い
う
漠
然
と
し
た
観
念
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
興
味
深
い
の
は
A
2

神
は
郷
の
「
ど
こ
」
に
坐
す
の
か
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古代の祭祀空間（松尾）

　
　
　
所
産
生
黒
幕
。
所
産
生
臨
時
弓
箭
亡
坐
。
昼
時
、
御
祖
神
魂
命
之
御
子
枳
佐
加
比
売
命
願
、
吾
御
子
麻
須
羅
神
御
子
聾
者
所
謂
箭
出
来
。
願
坐
。
爾
時

　
　
　
角
弓
箭
胆
水
流
出
。
爾
時
取
之
詔
子
、
此
者
非
弓
箭
。
詔
豊
郷
廃
給
。
又
金
弓
箭
流
出
来
。
黒
球
取
之
臨
写
、
闇
馨
窟
哉
。
詔
而
射
通
坐
。
即
御
祖
支

　
　
　
佐
加
比
売
命
社
坐
此
処
。

　
『
風
土
記
』
に
お
け
る
「
此
処
」
の
用
法
は
、
空
間
的
性
格
が
強
く
、
特
定
地
点
を
指
す
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
神
が
「
此
処
に
坐
す
」
と

す
る
n
加
賀
神
埼
条
で
は
、
離
塁
加
比
売
命
の
社
が
坐
す
「
此
処
」
と
は
加
賀
神
埼
の
、
女
神
が
射
通
し
た
窟
と
い
う
限
定
的
な
地
点
を
指
し

て
お
り
、
社
が
特
定
の
地
点
を
占
め
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
此
処
」
に
関
わ
る
動
作
と
し
て
「
此
処
に
来
た
り
坐
し
て
」
「
此

処
に
至
り
坐
し
て
」
と
い
う
用
例
が
一
定
数
あ
り
、
移
動
す
る
神
の
先
と
い
う
空
間
に
対
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

早
落
由
来
に
多
出
す
る
郷
に
坐
す
神
が
、
郷
の
ど
の
地
点
に
坐
し
て
い
る
の
か
を
当
時
の
人
々
は
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
神
・
社
が
郷
の
中
の
特
定
地
点
に
＝
疋
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
を
占
め
て
存
在
す
る
と
い
う
状
況
を
よ
り
濃
く
う
か
が

例用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
せ
る
の
が
、
A
3
型
と
し
た
「
郷
中
に
坐
す
」
と
い
う

剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
現
で
あ
る
（
表
4
）
・

隙の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
．
［
出
雲
郡
漆
治
郷
条
］
　
漆
治
郷
、
郡
家
正
東
五
里
二
百

調
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
歩
。
神
魂
命
御
子
天
津
枳
値
可
美
高
日
子
命
御
名
、

土風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
云
薦
枕
志
都
治
値
之
。
三
一
、
郷
中
坐
。
故
桐
胴
丑

国雲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
。
（
神
亀
三
年
、
改
字
漆
治
。
）
即
有
正
倉
。

拙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旦
［
出
雲
郡
下
上
郷
条
］
　
伊
七
竈
、
郡
家
正
北
八
墨
七
十

4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
歩
。
国
引
坐
意
美
豆
努
命
御
子
赤
裳
伊
努
三
保
須
美

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
古
佐
委
気
能
命
之
社
、
即
坐
郷
中
。
故
国
伊
農
。

種　別 郡　名 項　目 対象郷

意宇郡 教昊寺 舎人郷

意宇郡 新造院 山代郷

意宇郡 新造院 山代郷

意宇郡 新造院 山国郷

楯縫郡 新造院 沼田郷

戸　院 出雲郡 新造院 河内郷

神門郡 正風院 朝山郷

神門郡 薪造院 古志郷

大原郡 新造院 斐伊郷

大原郡 新造院 屋二郷

大原郡 新造院 斐伊郷

出雲郡 神　坐 漆治郷

出雲郡 社　坐 伊努郷
神　社

出雲郡 神　坐 美談郷

飯石郡 命　坐 飯石郷

出雲郡 斐伊大川北流 河内郷
その他

仁多郡 有田四段許 横田郷
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（
神
亀
王
年
、
改
字
俳
努
。
）

　
　
鼠
［
出
雲
郡
美
談
郷
軍
］
　
美
談
郷
、
郡
家
正
北
九
里
二
百
四
十
歩
。
所
造
天
下
大
神
御
子
和
加
専
業
努
志
命
、
天
地
初
判
善
後
、
天
御
領
田
辺
長
供
奉
坐

　
　
　
之
。
即
彼
神
坐
郷
中
。
故
云
三
太
三
。
（
神
亀
三
年
、
改
心
美
談
。
）
即
今
正
倉
。

　
　
r
．
［
飯
石
郡
条
］
　
所
以
号
飯
石
者
、
飯
石
郷
中
、
伊
毘
志
都
辞
命
坐
。
故
云
飯
石
。

　
出
雲
郡
に
四
例
中
三
例
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
編
纂
が
郡
別
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
出
雲
郡
の
文
法
書
式
上

の
偏
り
と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
噸
風
土
記
隔
全
体
で
「
郷
中
」
と
い
う
用
例
を
探
す
と
九
郡
中
七
郡
に
あ
ら
わ
れ
、
特
定
郡
の
書
式
上
の

偏
り
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
国
内
一
一
あ
る
寺
院
（
教
昊
寺
、
新
造
院
一
〇
所
）
の
所
在
郷
を
記
す
う
え
で
「
在
○
○
郷
中
」
と
い
う
定
型

的
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
寺
院
の
立
地
は
人
々
の
生
活
空
間
か
ら
距
離
を
隔
て
ず
、
官
衙
や
交
通
と
の
位
置

関
係
が
配
慮
さ
れ
、
視
覚
効
果
を
重
視
し
て
重
三
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
区
画
施
設
に
よ
り
一
定
の
領
域
を
も
ち
、
堂
塔
を
中
心
に
建
築
物
群
か

ら
な
る
伽
藍
域
を
構
成
す
る
。
「
郷
中
に
坐
す
神
・
社
」
の
実
態
は
、
端
的
に
言
え
ば
寺
院
の
あ
り
方
と
近
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
に
対

し
て
風
土
記
編
纂
の
上
で
意
識
的
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
表
現
が
出
雲
郡
に
ま
と
ま
っ
て
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
々
の
生
活
空
間
に
包
摂
さ
れ
、
領
域
と
施
設
が
明
確
な
神
社
が
実
際
に
、

出
雲
郡
域
で
『
風
土
記
』
編
纂
段
階
に
は
す
で
に
整
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
神
社
に
お
い
て
は
，
建

築
物
と
し
て
の
社
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
発
掘
調
査
で
は
八
世
紀
代
の
神
社
遺
構
と
み
ら
れ
る
青
木
遺
跡
（
餌
二
郷
、
美
談

郷
に
所
在
）
、
杉
沢
皿
遺
跡
（
漆
点
出
に
所
在
）
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（
図
7
）
、
表
4
の
「
郷
中
坐
」
記
載
の
あ
る
郷
と
重
な
っ
て
い
る
点
は
整

合
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
実
例
で
は
、
神
社
だ
け
で
な
く
付
近
に
仏
教
寺
院
が
併
設
さ
れ
、
主
要
交
通
路
に
接
続
し
官
衙
施
設
が
周
辺
に

想
定
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
の
核
と
な
る
よ
う
な
環
境
に
神
社
が
設
置
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
自
然
物
と
の
連
続
性
を
断
ち
切
っ
た
か
の
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

当
時
の
新
し
い
社
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
内
田
律
雄
「
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
郷
に
つ
い
て
扁
『
出
雲
古
代
史
研
究
』
第
九

　
号
、
出
雲
古
代
史
研
究
会
、
一
九
九
九
年
。
な
お
、
社
と
郷
里
・
村
の
対
応
関
係

　
に
つ
い
て
は
、
平
石
充
氏
が
固
有
名
詞
の
～
致
関
係
を
中
心
に
詳
細
な
検
討
を
行

　
っ
て
い
る
。
（
平
石
充
門
出
雲
国
の
社
・
神
社
と
郡
・
郷
・
里
・
村
」
『
出
雲
国
風

　
土
記
の
研
究
皿
　
神
門
水
海
北
辺
の
研
究
（
論
考
編
）
㎞
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン

　
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
。
）
社
名
は
郷
名
と
一
致
す
る
組
合
が
高
い
（
郷
全
体
の
四

　
五
％
程
度
）
が
、
里
、
村
に
つ
い
て
は
同
名
の
社
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
風
土
記
が
地
理
的
な
記
述
上
必
要
な
村
（
わ
ず

　
か
に
一
七
村
）
の
み
し
か
記
さ
な
い
こ
と
や
、
同
段
階
の
黒
名
は
大
半
が
不
明
で

　
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
制
約
が
大
き
く
、
さ
ら
に
平
石
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
名
称

　
の
一
致
／
不
一
致
が
必
ず
し
も
個
別
対
応
関
係
を
反
映
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
社

　
の
「
名
」
と
村
の
「
名
」
と
の
対
応
関
係
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
社
は
村
に
対
応

　
す
る
、
と
い
う
理
解
は
基
本
的
に
妥
当
と
考
え
た
い
。

②
出
雲
郡
の
神
社
数
が
多
い
の
は
同
じ
名
を
持
つ
神
社
（
同
名
社
）
が
多
数
含
ま

　
れ
て
い
る
た
め
で
、
本
論
で
の
問
題
と
は
別
の
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え

　
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
同
名
社
の
存
在
を
差
し
引
い
て
も
、
郡
別
（
地
域

　
別
）
に
神
社
の
粗
密
差
が
大
き
い
こ
と
は
動
か
な
い
。

③
吉
松
大
志
「
古
代
出
雲
西
部
の
神
社
と
交
通
」
『
古
代
文
化
研
究
㎞
第
二
一
号
、

　
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
＝
二
年
。

④
荻
原
千
鶴
「
風
土
記
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
出
雲
国
風
土
記
」
『
風
土
記
を
学
ぶ

　
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
～
年
。

⑤
出
雲
郡
美
談
郷
の
場
合
、
神
は
和
加
窟
都
努
志
命
で
神
名
に
直
接
「
ミ
ダ
ミ
駄

　
を
含
ま
な
い
が
、
「
天
御
領
田
（
ア
メ
ノ
ミ
タ
）
之
長
」
で
あ
る
神
が
坐
す
の
で

　
ミ
ダ
ミ
と
い
う
、
と
い
う
構
造
は
A
型
と
共
通
す
る
。
こ
こ
で
は
A
型
に
含
め
て

　
扱
う
。

⑥
例
え
ば
秋
鹿
郡
の
佐
太
御
子
社
は
郡
堺
を
超
え
島
根
郡
に
ま
で
信
仰
さ
れ
た
広

　
域
神
を
祭
る
社
で
あ
る
が
、
社
名
帳
は
淡
々
と
社
名
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

⑦
松
尾
充
晶
「
社
殿
の
成
立
過
程
と
そ
の
背
景
」
『
古
代
文
化
』
第
六
六
巻
第
三

　
号
、
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
四
年
。

30 （30）

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
本
稿
で
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
蜘
の
記
載
と
実
際
の
現
地
の
状
況
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
古
代
の
地
域
社
会
に
お
け
る
神
・
社
が
ど
の
よ

う
な
祭
祀
空
間
で
あ
っ
た
の
か
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
ず
、
地
理
情
報
と
し
て
の
客
観
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
自

然
地
形
の
記
載
か
ら
、
神
・
社
が
山
に
坐
す
と
い
う
観
念
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
神
が
山
に
坐
す
と
い
う
観
念

の
基
層
に
は
、
安
定
的
な
農
耕
生
産
を
支
え
生
命
の
維
持
を
保
障
す
る
水
の
源
と
し
て
の
観
念
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
風
土
記
騙

が
社
と
呼
ぶ
も
の
に
は
「
峯
の
社
」
と
「
麓
の
社
」
の
二
様
態
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
峯
の
社
は
自
然
物
を
中
心
と
し
た
根
源
的
祭
祀
空
間
で
、



古代の祭祀空間（松尾〉

麓
の
社
が
後
次
的
に
設
定
さ
れ
た
祭
祀
空
間
で
あ
り
社
殿
を
伴
う
場
合
も
＝
疋
程
度
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
多
く
が
官
社
と
認
定
さ
れ
る

こ
と
で
、
さ
ら
に
固
定
化
さ
れ
て
い
く
。
一
方
、
峯
の
社
は
複
数
の
祭
祀
空
間
が
非
宮
社
一
社
と
し
て
包
括
的
に
扱
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
に
お
い
て
　
つ
の
信
仰
体
系
の
中
に
重
層
的
な
退
避
空
間
が
複
数
併
存
し
て
あ
る
こ
と
は
、
出
雲

に
限
定
さ
れ
な
い
古
代
社
会
の
　
般
的
な
様
相
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
よ
う
な
混
然
と
し
た
現
実
の
状
況
に
対
し
て
、
出
雲
国
で
は

宮
社
制
度
に
基
づ
く
社
の
把
握
が
地
域
的
な
神
社
統
制
と
し
て
先
行
し
て
進
め
ら
れ
た
た
め
に
、
固
有
の
名
を
も
つ
「
社
」
が
横
並
び
に
多
数

存
在
す
る
か
の
よ
う
な
『
風
土
記
』
の
記
載
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
社
は
、
水
系
や
浜
と
い
っ
た
自
然
環
境
要
因
に
基
づ
く
生
業
単
位
に
対
応
す
る
も
の
で
、
そ
の
単
位
と
は
史
料
上
に
み
ら
れ
る

「
村
」
に
相
当
す
る
自
然
村
落
と
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
、
村
落
の
規
模
や
有
り
様
を
規
定
す
る
地
勢
・
水
系
と
耕
地
の
規
模
・
開
発
の
程
度

と
い
っ
た
環
境
の
差
異
に
よ
り
、
社
が
ど
の
よ
う
な
単
位
で
設
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
平
野
部
中
心
／
丘
陵
裾
部
／
海
浜
部
／
山
間

部
と
い
っ
た
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
で
、
神
社
が
人
口
粗
密
と
無
関
係
に
分
布
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
実
態
が
生
じ
た
理
由
が
一
定
程
度
説
明

で
き
た
と
考
え
る
。

　
古
代
社
会
に
お
い
て
、
神
に
対
す
る
「
祈
り
」
は
対
象
も
場
所
も
内
容
も
様
々
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
そ
う
し
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
実
態

を
あ
え
て
捨
象
し
、
一
般
性
を
も
つ
試
論
の
呈
示
を
試
み
た
。
実
態
が
極
め
て
不
明
な
古
代
の
神
社
・
祭
祀
空
間
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
描
き

出
す
基
礎
作
業
と
位
置
づ
け
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
専
門
研
究
員
）
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The　Spatial　Dimension　of　Ancient　Rites：　Local　Society

　　and　Shrines　as　Seen　in　the　lzumo　no　Kuni　Fudoki

by

MATSuO　Mitsuaki

　　The　goals　of　this　article　are　to　clarify　what　were　the　roles　of　kami　and

shrines　lyashiro）　in　｝ocal　society　in　ancient　Japan　and　how　the　central

ritsu2　yO　state　controlled　the　ritual　space　devoted　to　worship　of　the　local

kami．　ln　this　regard，　1　compare　and　analyze　the　descriptions　in　the　12umo　no

huni／iZdoki，　which　was　completed　in　Tenpy65（733），　and癒e　present－day

situation　in　the　area．　The　province　of　lzumo　is　characterized　by　the　fact　that

the　shrines　under　the　jurisdiction　of　the　central　state　（in　form　of　the

Jingikan）　were　established　at　an　early　date　and　that　their　number　is

extremely　large．　The　1忽班。　no　kuniノ’udoki　lists　the　specific　names　of　these

individua｝　shrines　and　it　is　thus　possible　to　learn　in　detai｝　the　circumstances

of　the　shrines　in　the　first　half　of　the　eighth　century．

　　In　the　lzumo　no　kuni　fudoki　there　are　various　records　about　the　kami　and

their　shrines，　and　among　them，　the　records　of　the　natural　topography

（mountain　fields　and　rivers）　are　highly　objective　geographic　informatioR，　and

they　are　very　valuable　for　learning　of　the　actual　situation　at　the　time．

Focusing　on　this　point，　we　learn　that　cases　of　kami　and　shrines　situated　in

mountaiRs　are　the　most　numerous．　The　original　residence　of　kami　was

generally　thought　to　be　mountains．　At　the　base　of　this　conception　is　thought

to　be　the　idea　that　mountains　bring　about　the　“water”　that　insures　the

sustenance　of　life　and　supports　stable　agricultural　production．

　　Next，　examining　the　relationship　between　mountains　and　shrines，　one　sees

that　the　Fudoki　describes　shrines　of　two　types：　shrines　on　the　mountain

（mine　no　yashiro）　and　shrines　at　the　base　ifamoto　no　yashiro）．　The　shrines　on

the　mountain　were　situated　in　a　space　centered　around　natural　phenorneRa

such　as　rock　outcroppings　and　forests　where　water　might　spring　up　and

where　there　might　be　a　band　of　vegetation　that　marked　it　as　different　from

the　surroundings，　a　place　endowed　with　a　special　atmosphere　situated　in　the

mountains．　On　the　other　hand，　shrines　at　the　base　of　mountains　were　ritual

（　284　）



spaces　that　were　established　seeondarily．　They　were　often　established　on　the

borders　between　spaces　employed　in　human　activities　and　those　of　the

natural　world．　ln　the　case　of　artificlally　created　spaces　that　did　not

traditionally　carrylng　on　natural　objects，　lt　is　thought　that　wjthin　that　area　a

certain　amount　accompanied　the　shrine　buildings．　As　these　｝atter　fumoto　no

yashiro　were　recognized　as　government　shrines　（kansya）　under　the

jurisdictioR　of　the　central　state　（Jingikan），　they　became　increasingly　fixed．

On　the　other　hand，　the　mine　no　yashiro　indicated　a　location　among　the　rocks

and　waterfalls　in　the　mountains　and　were　not　necessarily　fixed．　For　this

reason，　1　point　out　that　cases　iR　which　a　number　of　rocks　or　the　like　were

treated　collectively　as　a　single　non－government　shrine．　The　mine　no　yashiro

and　fumoto　no　yashiro　coexisted．　This　is　similar　to　the・relationship　in　shrines

today　between　the　original　shrine（motomlyのbeing　a　large　rock　or　slmilar

sacred　object，　aBd　the　shrine　precincts　being　a　group　of　buildings．　ln　this

way　there　coexisted　ln　the　locallty　numerous　ritual　sites　at　multiple　levels　in

addition　to　the　shrines　controlled　by　the　central　goverRment，　i．e．　government

shrines．　lt　is　kighly　likely　that　this　was　a　general　feature　of　ancient　society．

In　contrast　to　this　complex　reaiity，　lzumo　province　was　a　precursor　in　the

advancing　control　of　shrines　on　the　basis　of　the　government　shrine　system．

This　can　be　deemed　the　regional　shrine　system　of　lzumo　province．　As　a

resttlt　of　this，　the　recording　of　an　array　of　proper　names　of　shrines　one　after

another　in　the　lzumo　no　kuni　fudo｝ci　was　produced．

　　These　types　of　shrines　correspond　to　the　basic　units　of　subsistence　based

on　the　Ratural　environment　of　water　systems　and　seashores．　These　units

correspond　to　what　appears　in　the　historical　records　as　“villages”　and　can　be

understood　as　natural　settlements．　According　to　differences　in　the　extent　of

the　settlement　aRd　agricultural　land　aRd　the　degree　of　development，　the　unit

of　a　group　that　worshipped　at　a　single　shrine　varied　in　size．　1　point　out　the

various　models　of　these：　those　in　the　center　of　plains，　at　the　base　of　hills，　on

seashores，　and　in　the　mountaiRs，　and　1　explain　the　reason　why　it　appears

that　the　density　of　shrines　and　that　of　the　population　do　not　conform．

（　283　）


